
日野町高齢者補聴器購入費助成事業について 

 

聴力機能が低下した高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用の一部を助成します。 
 
 

１ 対象者（次のすべてに該当する人） 

① 町内在住の６５歳以上の人 

② 耳鼻科の医師から補聴器の必要性を認める証明（医師意見書）を受けた人 

③ 身体障害者手帳（聴覚障害）の交付を受けていない人 

④ 町税を滞納していない人 

⑤ 過去に補聴器の助成を受けたことがない人 
 

 

２ 助成内容 

  助成上限額２万円（１人１回限り） 

  ※対象外：申請前に購入された補聴器、故障、修理、メンテナンス、送料、診察料、文書料等  

 

 

３ 申請の流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請書等を入手 

長寿福祉課窓口で 

お渡しします。 
町ホームページからも 

ダウンロードできます。 

耳鼻科の受診 

「医師意見書」を持参し、耳鼻咽喉科を

受診してください。 

 

申請書等を 

長寿福祉課へ

提出 

審査後、 

交付の可否を通知 

「決定通知書」「助成

金実績報告書兼交付

請求書」をお送りし

ます。 

補聴器を購入し、長寿福祉課へ 

報告・請求 

請求書・領収書（コピー）・補聴器の品番

がわかる書類を提出してください。 

※助成交付申請日の属する年度内に 

購入し、請求が必要です 

申請者本人名義

の指定口座に 

助成金を振込 

１ ２ ３ 

６ ５ ４ 

【問い合わせ先】 日野町役場 長寿福祉課 

          電話 ５２－６００１ 


